
 
 
 
 

令和４年 第１回 
 
 

戸田市教育委員会定例会 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和４年１月２０日（木）午前９時４５分 

戸 田 市 役 所 ３ 階 教 育 委 員 室 

 
 
 

戸田市教育委員会 



第１回教育委員会（定例会）次第 
 
１ 開会 
 
２ 前回の会議録の承認 
 
３ 教育委員提案  別添 資料№１のとおり 
 
４ 報告事項  別添 資料№２のとおり 
 
５ 議事 

（１）議案 

議案第１号 戸田市立児童センター条例等の一部を改正する条例（案）について･･････････１ 

議案第２号 令和４年度特別支援学級設置計画について････････････････････････････････７ 

議案第３号 戸田市立図書館及び戸田市立郷土博物館の特別整理期間について････････････９ 

議案第４号 令和３年度一般会計（教育委員会関係）３月補正予算（案）について･･･････１２ 

議案第５号 令和３年度海外留学奨学事業特別会計３月補正予算（案）について･････････１５ 

議案第６号 令和４年度一般会計（教育委員会関係）予算（案）について･･･････････････１６ 

議案第７号 令和４年度海外留学奨学事業特別会計予算（案）について･････････････････２３ 
 
６ その他 

（１）次回の教育委員会の日程（案） 

令和４年２月１７日（木）午前９時４５分～ 

（２）その他 
 
７ 閉  会



戸田市立児童センター条例等の一部を改正する条例（案） 

（戸田市立児童センター条例の一部改正） 

第１条 戸田市立児童センター条例（平成４年条例第３０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条第２号中「満２０歳」を「満１８歳」に改める。 

（戸田市奨学資金条例の一部改正） 

第２条 戸田市奨学資金条例（昭和４０年条例第１６号）の一部を次のように

改正する。 

第７条第１項第２号中「満２０歳」を「満１８歳」に改める。 

（戸田市海外留学奨学資金等給与条例の一部改正） 

第３条 戸田市海外留学奨学資金等給与条例（昭和５３年条例第５号）の一部

を次のように改正する。 

第１１条第１項第２号中「満２０歳」を「満１８歳」に改める。 

（未来へはばたく人財育成資金条例の一部改正） 

第４条 未来へはばたく人財育成資金条例（平成２９年条例第１６号）の一部

を次のように改正する。 

第９条第１項第２号中「満２０歳」を「満１８歳」に改める。 

（戸田市入学準備金貸付条例の一部改正） 

第５条 戸田市入学準備金貸付条例（昭和４３年条例第２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第４条第１項第２号中「満２０歳」を「満１８歳」に改める。 

附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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戸
田

市
立

児
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セ
ン

タ
ー

条
例

（
第

１
条

関
係

）
新

旧
対
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表

 

令
和

４
年

２
月

 
日
 

総
務

部
行

政
管

理
課
 

改
正

前
 

改
正

後
(
案

）
 

第
１

条
 

（
略

）
 

第
１

条
 

（
略

）
 

（
用

語
の

定
義

）
 

（
用

語
の

定
義

）
 

第
２

条
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の

条
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に
お

い
て

、
次

の
各
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に

掲
げ
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用

語
の

意
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は
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該
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第
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こ
の

条
例
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各
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掲
げ
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語
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そ
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当

該
各
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に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ
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。
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1
)
 

（
略

）
 

(
1
)
 

（
略

）
 

(
2
)
 

付
添

人
 

児
童

に
付

き
添

う
保

護
者

又
は

満
２

０
歳

以
上

の
者

で

児
童

の
行

為
に

責
任

を
持

て
る

も
の
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い

う
。

 

(
2
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添
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児
童

に
付

き
添

う
保

護
者

又
は

満
１

８
歳

以
上

の
者

で

児
童

の
行

為
に

責
任

を
持

て
る

も
の

を
い

う
。

 

第
３

条
～

第
２

６
条

 
（

略
）

 
第

３
条

～
第

２
６

条
 

（
略

）
 

附
 

則
 

（
略

）
 

附
 

則
 

（
略

）
 

 

2



  

戸
田

市
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資
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例
（
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２

条
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係
）
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旧

対
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改
正
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改
正

後
(
案
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第
１

条
～

第
６

条
 

（
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）
 

第
１

条
～

第
６

条
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第
７

条
 

連
帯

保
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次

の
資

格
を

備
え
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で
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け
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。
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で
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け
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。
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０
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。
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。
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２
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２
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（
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）
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（
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）
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１
５
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（
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）
 

附
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（
略

）
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（
略

）
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。
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。
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２
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（
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）
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。
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。
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２
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２
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３
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２
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２
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（
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（
略

）
 

 
附

 
則

 

 
 

こ
の

条
例

は
、

令
和

４
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

  

6



戸田市立図書館及び戸田市立郷土博物館の 

令和４年度特別整理期間に伴う休館について 

 

１ 特別整理の期間等 

施設名 期  間 日数 

中央図書館及び

郷土博物館 

令和４年９月１２日(月)～９月１７日(土) 

ただし、９月１２日（月）は第２月曜日のため通

常休館 

５日間 

上戸田分館 令和４年１０月３日(月)～１０月５日(水) ３日間 

下戸田分室 令和４年９月１５日(木)～９月１６日(金) ２日間 

美笹分室 令和４年９月１５日(木)～９月１６日(金) ２日間 

下戸田南分室 令和４年９月２０日(火)～９月２１日(水) 

ただし、９月２０日（火）は第３火曜日のため通

常休館 

２日間 

 

２ 理    由 

戸田市立図書館では、戸田市立図書館条例第６条に基づき、令和４年度の特別整

理（蔵書点検等）を実施するため休館します。 

また、郷土博物館では、中央図書館の特別整理期間に合わせて、戸田市立郷土博

物館条例第６条に基づき、特別整理（収蔵庫の清掃及び資料の点検・整理等）を実

施するため、休館します。 

 

＜ 参 考 ＞ 

（１）戸田市立図書館条例 ～抜粋～ 

（休館日） 

第６条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めた

ときは、これを臨時に変更し、又は定めることができる。 

区分 休館日 

戸田市立中央図書館、戸田市立図

書館下戸田分室及び戸田市立図

書館美笹分室 

(1) 毎月の第２月曜日、第４月曜日及び第５月

曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭

和２３年法律第１７８号）第３条に規定する

休日（以下「休日」という。）である場合を除

9
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く。） 

(2) １月１日から同月４日まで及び１２月２

９日から同月３１日まで 

(3) 館内整理日（毎月末日。ただし、その日が

日曜日、土曜日又は休日である場合を除く。

以下同じ。） 

(4) 特別整理期間（毎年１回１５日以内で教育

委員会が定める日。以下同じ。） 

戸田市立図書館上戸田分館 (1) 毎月の第３月曜日（その日が休日である場

合を除く。） 

(2) １月１日から同月３日まで及び１２月２

９日から同月３１日まで 

(3) 館内整理日 

(4) 特別整理期間 

戸田市立図書館下戸田南分室 (1) 毎月の第１火曜日、第３火曜日及び第５火

曜日（その日が休日である場合を除く。） 

(2) １月１日から同月４日まで及び１２月２

９日から同月３１日まで 

(3) 館内整理日 

(4) 特別整理期間 

戸田市立図書館戸田公園駅前配

本所 

(1) 戸田市行政センター条例（平成２２年条例

第１号）第７条の表アの項に規定する戸田市

戸田公園駅前出張所の休所日 

(2) 特別整理期間 

 

（２）戸田市立郷土博物館条例 ～抜粋～ 

  (休館日) 

  第６条 郷土博物館の休館日は、次のとおりとする。 

  (1) 毎月の第２月曜日、第４月曜日及び第５月曜日(その日が国民の祝日に関す

る法律(昭和２３年法律第１７８号)第３条に規定する休日(以下「休日」と

いう。)である場合を除く。 

  (2) １月１日から同月４日まで及び１２月２９日から同月３１日まで 

  (3) 館内整理日(毎月末日。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日である場
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合を除く。 

  (4) 特別整理期間(毎年１回１５日以内) 

  (5) その他教育委員会が必要と認めた日 
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教

育
指

導
費

【
補

正
理

由
】

請
負

差
金

0
1
 
学

校
教

育
指

導
事

業

0
1
 
学

校
教

育
指

導
事

業

（
教

育
政

策
室

）

1
0
教

育
費

6
7
4
,
2
1
9

△
 
3
,
3
8
4

6
7
0
,
8
3
5
節

1
2
委

託
料

△
 
3
,
3
8
4

0
2
小

学
校

費
　

　
・

2
5
小

学
校

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

・
リ

フ
ト

保
守

点
検

業
務

△
 
3
,
3
8
4

0
1
学

校
管

理
費

【
補

正
理

由
】

入
札

執
行

に
よ

る
契

約
差

金
の

減
額

補
正

0
2
小

学
校

施
設

管
理

費

0
1
小
学
校
施
設
管
理
費

（
教

育
総

務
課

）

1
0
 
教

育
費

8
,
7
2
2

△
3
,
7
9
1

4
,
9
3
1
節

1
2
委

託
料

△
3
,
7
9
1

0
2
 
小

学
校

費
・

バ
ス

輸
送

業
務

0
1
 
学

校
管

理
費

【
補

正
理

由
】

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
影

響
に

よ
る

輸
送

業
務

の
中

止

0
4
 
小

学
校

教
育

振
興

費

0
1
 
小

学
校

教
育

振
興

費

（
教

育
政

策
室

）

積
立

基
金

に
か

か
る

運
用

益
が

当
初

予
測

を
下

回
っ

た
こ

と
に

伴
う

減
額

補
正

令
和
３
年
度
　
一
般
会
計
・
特
別
会
計
（
教
育
委
員
会
関
係
）
３
月
補
正
予
算
（
案
）
に
つ
い
て

款
・

項
・

目
・
節

補
正

前
の

額
（

節
）

補
正

額
（

節
）

計
（

節
）

説
　

　
　

　
　

明

補
正

前
の

額
（

中
事

業
）

補
正

額
（

中
事

業
）

計
（

中
事

業
）

款
・

項
・

目
・

大
事

業
・
中
事
業

説
　

　
　

　
　

明
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節
　

　
 
：

 
節

細
節

　
 
：

 
○

細
々

節
 
：

 
・

1
0
教

育
費

1
,
2
5
9
,
4
2
5

△
 
2
5
,
7
3
0

1
,
2
3
3
,
6
9
5
節

1
2
委

託
料

△
 
2
5
,
7
3
0

0
2
小

学
校

費
　

　
・

0
4
新

曽
小

学
校

教
室

棟
（

含
給

食
調

理
場

）
増

築
等

工
事

△
 
3
,
4
1
0

0
2
学

校
建

設
費

　
　

　
　

監
理

業
務

0
1
小

学
校

施
設

整
備

事
業

　
　

・
0
5
新

曽
小

学
校

教
室

棟
（

含
給

食
調

理
場

）
増

築
等

工
事

△
 
1
,
9
1
9

0
1
小
学
校
施
設
整
備
事
業

　
　

　
　

設
計

意
図

伝
達

業
務

（
教

育
総

務
課

）
　

　
・

0
6
新

曽
小

学
校

教
室

棟
（

含
給

食
調

理
場

）
増

築
等

工
事

△
 
7
,
9
5
4

　
　

　
　

家
屋

調
査

（
事

前
調

査
）

業
務

　
　

・
1
0
戸

田
第

一
小

学
校

改
築

等
工

事
設

計
意

図
伝

達
業

務
△

 
5
3
0

　
　

・
1
1
戸

田
第

一
小

学
校

改
築

等
工

事
家

屋
調

査
（

事
前

調
査

）
△

 
5
,
2
9
0

　
　

　
　

業
務

　
　

・
1
2
戸

田
第

一
小

学
校

引
越

等
業

務
△

 
1
,
8
5
0

　
　

・
1
3
戸

田
第

一
小

学
校

不
用

物
品

等
廃

棄
業

務
△

 
1
1

　
　

・
1
5
新

曽
小

学
校

耐
力

度
調

査
業

務
△

 
4
,
0
5
0

　
　

・
1
6
戸

田
南

小
学

校
教

室
増

設
基

本
プ

ラ
ン

検
討

業
務

△
 
7
1
6

【
補

正
理

由
】

入
札

執
行

に
よ

る
契

約
差

金
又

は
不

用
額

に
よ

る
減

額
補

正

1
0
教

育
費

3
7
5
,
7
8
8

△
 
2
1
9

3
7
5
,
5
6
9
節

1
2
委

託
料

△
 
2
1
9

0
3
中

学
校

費
　

　
・

2
3
中

学
校

エ
レ

ベ
ー

タ
ー

保
守

点
検

業
務

△
 
2
1
9

0
1
学

校
管

理
費

【
補

正
理

由
】

入
札

執
行

に
よ

る
契

約
差

金
の

減
額

補
正

0
2
中

学
校

施
設

管
理

費

0
1
中
学
校
施
設
管
理
費

（
教

育
総

務
課

）

1
0
 
教

育
費

8
,
3
3
0

△
3
7
4

7
,
9
5
6
節

1
2
委

託
料

△
3
7
4

0
3
 
中

学
校

費
・

バ
ス

輸
送

業
務

0
1
 
学

校
管

理
費

0
4
 
中

学
校

教
育

振
興

費

0
1
 
中

学
校

教
育

振
興

費

（
教

育
政

策
室

）

1
0
教

育
費

9
5
9
,
2
4
0

△
 
5
1
,
8
9
0

9
0
7
,
3
5
0
節

1
2
委

託
料

△
 
1
,
0
8
0

0
3
中

学
校

費
　

　
・

0
4
戸

田
東

中
学

校
バ

ス
運

行
業

務
△

 
1
,
0
8
0

0
2
学

校
建

設
費

【
補

正
理

由
】

入
札

執
行

及
び

利
用

実
績

に
よ

る
差

金
の

減
額

補
正

0
1
中

学
校

施
設

整
備

事
業

節
1
4
工

事
請

負
費

△
 
5
0
,
8
1
0

0
1
中
学
校
施
設
整
備
事
業

　
　

・
0
5
笹

目
中

学
校

教
室

棟
（

東
棟

）
外

壁
及

び
構

造
改

修
等

△
 
5
0
,
8
1
0

（
教

育
総

務
課

）
【

補
正

理
由

】
入

札
執

行
に

よ
る

契
約

差
金

の
減

額
補

正

款
・

項
・

目
・

大
事

業
・
中
事
業

補
正

前
の

額
（

中
事

業
）

補
正

額
（

中
事

業
）

計
（

中
事

業
）

説
　

　
　

　
　

明

【
補

正
理

由
】

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
感

染
症

の
影

響
に

よ
る

輸
送

業
務

の
中

止
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節
　

　
 
：

 
節

細
節

　
 
：

 
○

細
々

節
 
：

 
・

1
0
教

育
費

1
2
,
6
2
8

△
2
,
2
4
6

1
0
,
3
8
2
節

0
1
報

酬

　
0
4
社

会
教

育
費

○
0
4
会

計
年

度
任

用
職

員
報

酬

　
0
7
郷

土
博

物
館

費
・

0
1
パ

ー
ト

タ
イ

ム
会

計
年

度
任

用
職

員
4
人

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 
△

1
,
1
9
8

0
2
郷

土
博

物
館

運
営

費
節

0
3
職

員
手

当
等

0
1
郷
土
博
物
館
運
営
費

○
1
1
期

末
手

当
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 
 
△

4
9
7

(
生

涯
学

習
課

)
節

0
4
共

済
費

○
0
4
社

会
保

険
料

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

△
4
8
2

節
0
8
旅

費

○
0
1
費

用
弁

償
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 
△

6
9

1
0
教

育
費

6
4
2
,
4
6
5

△
 
8
,
8
4
7

6
3
3
,
6
1
8
節

1
2
委

託
料

△
 
8
,
8
4
7

0
6
学

校
給

食
費

　
　

・
0
1
調

理
業

務
△

 
8
,
8
4
7

0
2
単

独
校

給
食

費

0
1
単

独
校

調
理

場
管

理
運

営
事

業

(
学

校
給

食
課

)

1
0
教

育
費

4
4
,
6
5
8

△
 
9
,
0
6
0

3
5
,
5
9
8
節

2
0
貸

付
金

△
 
9
,
0
6
0

0
7
教

育
諸

費
　

○
0
1
長

期
貸

付
金

△
 
9
,
0
6
0

0
1
教

育
振

興
費

　
　

・
0
2
奨

学
資

金
△

 
9
,
0
6
0

0
1
入

学
準

備
金

・
奨

学
資

金
貸

付
事

業
【

補
正

理
由

】
貸

付
額

が
確

定
し

た
こ

と
に

伴
う

減
額

補
正

0
1
入
学
準
備
金
・
奨
学
資
金

　
貸
付
事
業

（
教

育
総

務
課

）

1
0
教

育
費

3
,
7
7
8

△
 
1
8

3
,
7
6
0
節

2
4
積

立
金

△
 
4
1
6

0
7
教

育
諸

費
　

○
0
2
そ

の
他

の
基

金
積

立
金

△
 
4
1
6

0
2
人

財
育

成
奨

学
資

金
給

付
金

　
　

・
0
1
教

育
基

金
積

立
金

△
 
4
1
6

0
1
人

財
育

成
奨

学
資

金
給

付
事

業
【

補
正

理
由

】

0
1
人
財
育
成
奨
学
資
金
給
付
事
業

（
教

育
総

務
課

）

積
立

基
金

に
係

る
運

用
益

の
減

に
よ

り
、

基
金

へ
同

額
積

立
て

る
た

め
の

減
額

補
正

【
補

正
理

由
】

調
理

業
務

の
委

託
契

約
に

伴
い

、
契

約
差

金
が

生
じ

た
た

め
減

額
補

正
す

る
。

0
1
単
独
校
調
理
場
管
理
運
営
事
業

【
補

正
理

由
】

会
計

年
度

任
用

職
員

（
予

算
上

4
人

）
に

つ
い

て
、

1
名

が
令

和
3
年

 

1
0
月

ま
で

欠
員

だ
っ

た
が

令
和

3
年

1
1
月

に
新

た
に

1
名

の
任

用
を

開
始

し
た

こ
と

に

伴
い

、
令

和
3
年

1
0
月

ま
で

の
未

執
行

分
と

今
後

の
支

出
予

定
額

を
精

査
し

た
為

。

款
・

項
・

目
・

大
事

業
・
中
事
業

補
正

前
の

額
（

中
事

業
）

補
正

額
（

中
事

業
）

計
（

中
事

業
）

説
　

　
　

　
　

明
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（
歳
入
）

（
単

位
：

千
円

）

細
節

　
 
：

 
○

細
々

節
 
：

 
・

0
1
財

産
収

入
1
3
7

△
 
1
3

1
2
4
○

0
1
海

外
留

学
奨

学
基

金
利

子
△

 
1
3

0
1
財

産
運

用
収

入
【

補
正

理
由

】

0
1
利

子
及

び
配

当
金

0
1
利
子
及
び
配
当
金

（
歳
出
）

（
単

位
：

千
円

）
節

　
　

 
：

 
節

細
節

　
 
：

 
○

細
々

節
 
：

 
・

0
1
事

業
費

8
,
6
6
4

△
 
1
3

8
,
6
5
1
節

1
0
需

用
費

△
 
1
3

0
1
事

業
費

　
○

0
1
消

耗
品

△
 
1

0
1
事

業
費

　
　

・
0
1
事

務
用

消
耗

品
△

 
1

0
1
海

外
留

学
奨

学
資

金
事

業
【

補
正

理
由

】

0
1
海
外
留
学
奨
学
資
金
事
業

　
○

0
4
印

刷
製

本
△

 
1
2

(
教

育
総

務
課

)
　

　
・

0
1
印

刷
製

本
△

 
1
2

【
補

正
理

由
】

予
算

精
査

に
伴

う
減

額
補

正

海
外

留
学

奨
学

生
募

集
案

内
の

印
刷

業
務

契
約

に
伴

う
印

刷
製

本
費

差
金

の
減

額
に

よ
る

補
正

補
正

額
（

中
事

業
）

計
（

中
事

業
）

説 明

積
立

基
金

に
係

る
運

用
益

に
つ

い
て

、
当

初
の

予
測

を
下

回
る

こ
と

に
な

っ
た

こ
と

に
よ

る
減

額
補

正

款
・

項
・

目
・

大
事

業
・
中
事
業

補
正

前
の

額
（

中
事

業
）

令
和
３
年
度
　
海
外
留
学
奨
学
事
業
特
別
会
計
　
３
月
補
正
予
算
（
案
）
に
つ
い
て

款
・

項
・

目
・
節

補
正

前
の

額
（

節
）

補
正

額
（

節
）

計
（

節
）

説 明
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（
単

位
：
千

円
）

総
額

8
,5

5
3
,3

1
6

6
,2

3
0
,0

8
5

2
,3

2
3
,2

3
1

3
7
.3

%

教
育

委
員

会
費

　
教

育
委

員
の

報
酬

及
び

活
動

諸
経

費
4
,5

7
6

3
,8

1
4

7
6
2

2
0
.0

%

教
育

委
員

会
事

務
局

費
　

教
育

委
員

会
事

務
局

に
係

る
各

種
協

議
会

負
担

金
及

び
連

絡
、

調
整

、
各

種
調

査
等

の
経

費
6
,8

9
2

6
,1

1
8

7
7
4

1
2
.7

%

小
学

校
施

設
管

理
費

　
小

学
校

で
使

用
す

る
消

耗
品

等
の

経
費

　
光

熱
水

費
及

び
施

設
・
設

備
の

修
繕

、
管

理
業

務
委

託
等

の
経

費
8
0
0
,5

1
0

6
6
1
,9

3
4

1
3
8
,5

7
6

2
0
.9

%

小
学

校
備

品
購

入
費

　
小

学
校

で
使

用
す

る
一

般
備

品
、

教
材

備
品

等
の

経
費

3
9
,9

3
3

2
5
,4

2
8

1
4
,5

0
5

5
7
.0

%

小
学

校
施

設
整

備
事

業
　

小
学

校
の

校
舎

、
屋

内
運

動
場

等
の

学
校

施
設

に
お

い
て

、
児

童
が

安
全

・
快

適
に

学
校

生
活

を
送

れ
る

よ
う

、
施

設
を

整
備

・
改

修
す

る
た

め
の

経
費

　
※

戸
一

小
の

改
築

等
工

事
（
２

年
目

）
、

新
曽

小
の

増
築

等
工

事
（
２

年
目

）
、
芦

原
小

の
増

築
等

工
事

（
１

年
目

）
　

等
4
,5

3
7
,9

6
2

1
,4

3
8
,6

9
9

3
,0

9
9
,2

6
3

2
1
5
.4

%

中
学

校
施

設
管

理
費

　
中

学
校

で
使

用
す

る
消

耗
品

等
の

経
費

　
光

熱
水

費
及

び
施

設
・
設

備
の

修
繕

、
管

理
業

務
委

託
等

の
経

費
3
7
9
,4

8
6

3
7
4
,4

2
2

5
,0

6
4

1
.4

%

中
学

校
備

品
購

入
費

　
中

学
校

で
使

用
す

る
一

般
備

品
、

教
材

備
品

等
の

経
費

1
7
,3

3
4

1
5
,1

3
6

2
,1

9
8

1
4
.5

%

中
学

校
施

設
整

備
事

業
　

中
学

校
の

校
舎

、
屋

内
運

動
場

等
の

学
校

施
設

に
お

い
て

、
生

徒
が

安
全

・
快

適
に

学
校

生
活

を
送

れ
る

よ
う

、
施

設
を

整
備

・
改

修
す

る
た

め
の

経
費

1
9
3
,6

1
3

1
,2

1
1
,1

5
3

-
1
,0

1
7
,5

4
0

-
8
4
.0

%

入
学

準
備

金
・
奨

学
資

金
貸

付
事

業
経

済
的

な
理

由
に

よ
り

入
学

準
備

金
の

調
達

が
困

難
な

保
護

者
に

入
学

準
備

金
を

貸
付

け
す

る
た

め
の

経
費

及
び

経
済

的
な

理
由

に
よ

り
就

学
困

難
な

者
に

奨
学

資
金

を
貸

し
付

け
る

経
費

4
2
,3

9
5

4
4
,6

5
8

-
2
,2

6
3

-
5
.1

%

人
財

育
成

奨
学

資
金

給
付

事
業

　
経

済
的

な
理

由
に

よ
り

進
学

又
は

修
学

が
困

難
な

者
に

、
未

来
へ

は
ば

た
く

人
財

育
成

資
金

（
高

校
奨

学
給

付
金

・
海

外
体

験
給

付
金

）
を

給
付

す
る

経
費

6
,9

8
0

3
,7

7
8

3
,2

0
2

8
4
.8

%

6
,0

2
9
,6

8
1

3
,7

8
5
,1

4
0

2
,2

4
4
,5

4
1

5
9
.3

%

令
和
４
年
度
　
一
般
会
計
　
教
育
委
員
会
関
係
予
算
（
案
）
に
つ
い
て

所
管

課
大

事
業

名
主

な
事

業
内

容
４

年
度

予
算

額
〔
Ａ

〕
３

年
度

予
算

額
〔
Ｂ

〕

比
較

増
減

額
〔
Ａ

〕
－

〔
Ｂ

〕
＝

〔
Ｃ

〕
増

減
率

〔
Ｃ

〕
／

〔
Ｂ

〕
％

教
育

委
員

会

教
育

総
務

課

計
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所
管

課
大

事
業

名
主

な
事

業
内

容
４

年
度

予
算

額
〔
Ａ

〕
３

年
度

予
算

額
〔
Ｂ

〕

比
較

増
減

額
〔
Ａ

〕
－

〔
Ｂ

〕
＝

〔
Ｃ

〕
増

減
率

〔
Ｃ

〕
／

〔
Ｂ

〕
％

学
校

教
育

事
務

費
　

各
種

審
議

会
の

報
酬

、
学

校
管

理
下

に
お

け
る

児
童

・
生

徒
の

事
故

・
災

害
へ

の
災

害
共

済
給

付
負

担
金

、
中

学
校

学
校

選
択

制
、

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ

ス
ク

ー
ル

等
に

か
か

る
経

費
1
4
,2

4
5

1
4
,5

4
8

-
3
0
3

-
2
.1

%

就
学

援
助

事
業

　
就

学
援

助
費

及
び

特
別

支
援

教
育

就
学

奨
励

費
を

支
給

す
る

た
め

の
経

費
1
6
3
,4

8
4

1
4
0
,9

6
1

2
2
,5

2
3

1
6
.0

%

学
校

保
健

事
業

　
学

校
医

や
学

校
薬

剤
師

等
へ

の
報

酬
、

児
童

・
生

徒
及

び
教

職
員

の
健

康
管

理
及

び
学

校
保

健
の

運
営

に
要

す
る

経
費

5
6
,4

7
3

5
6
,6

6
2

-
1
8
9

-
0
.3

%

小
学

校
管

理
運

営
費

　
小

学
校

児
童

の
健

康
管

理
及

び
教

職
員

の
病

休
等

市
費

代
替

教
諭

、
特

別
支

援
学

級
や

肢
体

不
自

由
等

へ
の

補
助

員
の

配
置

、
修

学
旅

行
・
林

間
学

校
等

に
よ

り
養

護
教

諭
が

学
校

を
留

守
に

す
る

際
の

教
職

員
（
看

護
師

）
の

措
置

、
児

童
の

登
下

校
の

安
全

を
守

る
た

め
交

通
指

導
員

の
配

置
な

ど
に

要
す

る
経

費

1
0
8
,3

1
8

1
1
5
,5

5
7

-
7
,2

3
9

-
6
.3

%

中
学

校
管

理
運

営
費

　
中

学
校

生
徒

の
健

康
管

理
及

び
教

職
員

の
病

休
等

市
費

代
替

教
諭

、
特

別
支

援
学

級
や

肢
体

不
自

由
等

の
補

助
員

の
配

置
、

修
学

旅
行

・
ス

キ
ー

教
室

等
に

よ
り

養
護

教
諭

が
学

校
を

留
守

に
す

る
際

の
教

職
員

（
看

護
師

）
の

措
置

な
ど

に
要

す
る

経
費

1
7
,5

7
9

2
1
,4

7
7

-
3
,8

9
8

-
1
8
.1

%

3
6
0
,0

9
9

3
4
9
,2

0
5

1
0
,8

9
4

3
.1

%

学
務

課

計
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所
管

課
大

事
業

名
主

な
事

業
内

容
４

年
度

予
算

額
〔
Ａ

〕
３

年
度

予
算

額
〔
Ｂ

〕

比
較

増
減

額
〔
Ａ

〕
－

〔
Ｂ

〕
＝

〔
Ｃ

〕
増

減
率

〔
Ｃ

〕
／

〔
Ｂ

〕
％

教
育

指
導

事
務

費
小

・
中

学
校

に
対

し
て

、
国

や
県

の
教

育
指

導
方

針
及

び
市

の
教

育
指

導
方

針
の

浸
透

を
図

る
た

め
の

経
費

1
,5

3
2

1
,5

3
2

0
0
.0

%

学
校

教
育

指
導

事
業

小
・
中

学
校

の
教

育
課

程
及

び
教

育
活

動
の

指
導

強
化

を
図

る
た

め
、

小
学

校
ア

ク
テ

ィ
ブ

テ
ィ

ー
チ

ャ
ー

（
小

学
校

1
4
名

）
、

中
学

校
ア

ク
テ

ィ
ブ

テ
ィ

ー
チ

ャ
ー

（
中

学
校

6
名

）
、

本
好

き
サ

ポ
ー

タ
ー

（
小

・
中

学
校

1
8
名

）
、

理
科

支
援

員
（
小

・
中

学
校

1
2
名

）
の

派
遣

の
た

め
の

経
費

IC
T

の
活

用
を

図
る

た
め

の
支

援
員

を
派

遣
し

、
授

業
支

援
を

行
う

た
め

の
経

費
小

学
校

補
習

授
業

委
託

業
務

を
実

施
す

る
た

め
の

経
費

プ
ロ

グ
ラ

ミ
ン

グ
教

育
を

推
進

す
る

た
め

、
教

材
の

充
実

を
図

る
た

め
の

経
費

非
認

知
能

力
育

成
事

業
に

係
る

経
費

1
1
2
,9

2
8

1
0
5
,4

2
2

7
,5

0
6

7
.1

%

生
徒

指
導

支
援

事
業

中
学

校
の

生
徒

指
導

の
充

実
を

図
る

た
め

、
各

中
学

校
へ

ス
ク

ー
ル

サ
ポ

ー
タ

ー
（
６

名
）
の

派
遣

及
び

子
ど

も
の

安
全

を
守

る
活

動
の

た
め

の
経

費
2
5
,7

0
5

2
1
,8

5
3

3
,8

5
2

1
7
.6

%

教
職

員
研

修
費

教
職

員
の

資
質

の
向

上
及

び
校

内
研

修
体

制
に

向
け

た
支

援
の

た
め

の
経

費
2
,5

1
7

2
,4

6
2

5
5

2
.2

%

1
5
年

教
育

事
業

戸
田

型
1
5
年

教
育

の
推

進
1
,8

6
0

1
,8

6
0

0
0
.0

%

小
学

校
教

育
振

興
費

小
学

校
に

お
け

る
学

習
環

境
及

び
学

習
指

導
体

制
の

充
実

と
特

色
あ

る
教

育
活

動
の

振
興

を
図

る
た

め
の

経
費

小
学

生
が

働
く

こ
と

の
意

味
や

社
会

の
仕

組
み

を
理

解
す

る
こ

と
を

目
的

と
し

て
実

施
す

る
職

業
体

験
施

設
に

お
け

る
体

験
活

動
を

支
援

す
る

た
め

の
経

費
英

語
検

定
受

検
費

用
助

成
事

業
の

た
め

の
経

費

2
1
,0

7
3

2
3
,7

4
8

-
2
,6

7
5

-
1
1
.3

%

中
学

校
教

育
振

興
費

中
学

校
に

お
け

る
学

習
環

境
及

び
学

習
指

導
体

制
の

充
実

と
特

色
あ

る
教

育
活

動
の

振
興

を
図

る
た

め
の

経
費

ス
キ

ー
教

室
の

実
施

施
設

変
更

に
伴

う
宿

泊
費

補
助

金
の

た
め

の
経

費
4
9
,7

9
2

8
3
,4

3
9

-
3
3
,6

4
7

-
4
0
.3

%

教
育

セ
ン

タ
ー

管
理

運
営

費
教

育
セ

ン
タ

ー
の

機
能

発
揮

と
学

習
機

会
の

提
供

に
係

る
施

設
及

び
設

備
の

管
理

運
営

の
た

め
の

経
費

1
7
,3

1
4

1
3
,4

9
5

3
,8

1
9

2
8
.3

%

就
学

・
教

育
相

談
事

業

発
達

障
害

等
に

係
る

幼
児

児
童

生
徒

の
継

続
的

な
支

援
体

制
の

充
実

を
図

る
事

業
及

び
適

正
な

就
学

、
教

育
相

談
、

不
登

校
児

童
生

徒
の

学
校

復
帰

等
の

支
援

を
行

う
た

め
の

経
費

、
 小

学
校

の
就

学
・
教

育
相

談
体

制
の

充
実

を
図

る
た

め
、

小
学

校
ス

ク
ー

ル
カ

ウ
ン

セ
ラ

ー
を

配
置

す
る

た
め

の
経

費
、

小
学

校
就

学
前

か
ら

の
切

れ
目

の
な

い
支

援
体

制
を

整
備

す
る

た
め

の
経

費

1
2
4
,6

4
4

1
1
2
,9

8
5

1
1
,6

5
9

1
0
.3

%

研
究

・
研

修
事

業
今

日
的

課
題

研
修

会
や

指
導

法
に

関
す

る
研

修
会

な
ど

、
教

職
員

研
修

の
充

実
を

図
る

た
め

の
経

費
4
,0

7
2

4
,4

7
5

-
4
0
3

-
9
.0

%

Ａ
Ｌ

Ｔ
事

業
外

国
語

教
育

の
充

実
と

小
中

学
校

の
国

際
理

解
教

育
の

推
進

の
た

め
の

経
費

各
小

中
学

校
へ

の
Ａ

Ｌ
Ｔ

派
遣

の
た

め
の

経
費

7
8
,2

7
4

7
1
,8

2
0

6
,4

5
4

9
.0

%

4
3
9
,7

1
1

4
4
3
,0

9
1

-
3
,3

8
0

-
0
.8

%

教
育

政
策

室

教
育

政
策

室
（
教

育
セ

ン
タ

ー
）

計
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所
管

課
大

事
業

名
主

な
事

業
内

容
４

年
度

予
算

額
〔
Ａ

〕
３

年
度

予
算

額
〔
Ｂ

〕

比
較

増
減

額
〔
Ａ

〕
－

〔
Ｂ

〕
＝

〔
Ｃ

〕
増

減
率

〔
Ｃ

〕
／

〔
Ｂ

〕
％

学
校

給
食

セ
ン

タ
ー

管
理

運
営

費
　

学
校

給
食

セ
ン

タ
ー

及
び

学
校

給
食

を
管

理
運

営
す

る
上

で
必

要
と

な
る

経
費

6
0
8
,1

4
7

5
5
4
,5

5
1

5
3
,5

9
6

9
.7

%

単
独

校
調

理
場

管
理

運
営

事
業

　
単

独
校

調
理

場
を

管
理

運
営

す
る

上
で

必
要

と
な

る
経

費
（
戸

田
第

一
小

、
戸

田
第

二
小

、
美

谷
本

小
、

笹
目

小
、

戸
田

東
小

、
笹

目
東

小
、

新
曽

北
小

、
美

女
木

小
、
芦

原
小

、
新

曽
小

(R
5
.1

か
ら

)）
6
6
7
,4

9
3

6
4
2
,4

6
5

2
5
,0

2
8

3
.9

%

1
,2

7
5
,6

4
0

1
,1

9
7
,0

1
6

7
8
,6

2
4

6
.6

%

学
校

給
食

課

計
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所
管

課
大

事
業

名
主

な
事

業
内

容
４

年
度

予
算

額
〔
Ａ

〕
３

年
度

予
算

額
〔
Ｂ

〕

比
較

増
減

額
〔
Ａ

〕
－

〔
Ｂ

〕
＝

〔
Ｃ

〕
増

減
率

〔
Ｃ

〕
／

〔
Ｂ

〕
％

人
権

教
育

事
業

　
人

権
に

関
す

る
研

修
・
啓

発
事

業
及

び
人

権
意

識
の

向
上

を
図

る
た

め
の

経
費

1
,6

8
8

1
,6

1
7

7
1

4
.4

%

生
涯

学
習

事
業

　
社

会
教

育
委

員
の

報
酬

、
会

計
年

度
任

用
職

員
の

報
酬

、
芦

原
小

学
校

生
涯

学
習

施
設

管
理

委
託

、
Ｐ

Ｔ
Ａ

連
合

会
等

補
助

金
、

各
種

講
座

や
市

民
大

学
事

業
な

ど
の

経
費

2
2
,9

6
5

2
2
,1

5
6

8
0
9

3
.7

%

美
笹

公
民

館
事

業
1
,0

7
7

1
,2

4
5

-
1
6
8

-
1
3
.5

%

下
戸

田
公

民
館

事
業

1
,1

9
4

2
,1

4
7

-
9
5
3

-
4
4
.4

%

新
曽

公
民

館
事

業
2
,6

1
8

2
,7

4
7

-
1
2
9

-
4
.7

%

文
化

財
保

護
事

業
文

化
財

保
護

審
議

委
員

の
報

酬
、

会
計

年
度

任
用

職
員

の
報

酬
、

埋
蔵

文
化

財
試

掘
・
発

掘
調

査
委

託
料

、
標

柱
修

繕
料

、
指

定
文

化
財

に
関

す
る

補
助

金
等

に
要

す
る

経
費

1
0
,6

6
9

1
0
,6

2
5

4
4

0
.4

%

少
年

自
然

の
家

管
理

運
営

事
業

令
和

2
年

度
を

も
っ

て
施

設
が

廃
止

と
な

り
、

予
算

計
上

が
不

要
と

な
っ

た
。

0
1
0
,8

7
5

-
1
0
,8

7
5

-
1
0
0
.0

%

生
涯

学
習

課
（
図

書
館

）
図

書
館

管
理

運
営

費
図

書
館

運
営

協
議

会
委

員
の

報
酬

、
会

計
年

度
任

用
職

員
の

報
酬

、
施

設
修

繕
、

中
央

図
書

館
指

定
管

理
料

、
上

戸
田

分
館

指
定

管
理

料
、

図
書

館
シ

ス
テ

ム
事

務
機

器
等

の
賃

借
料

、
図

書
等

の
購

入
な

ど
の

経
費

3
4
7
,0

6
3

3
4
7
,0

1
5

4
8

0
.0

%

市
史

編
さ

ん
事

業
（
款

０
２

総
務

費
　

項
０

１
総

務
管

理
費

　
目

０
３

市
史

編
さ

ん
費

）

会
計

年
度

任
用

職
員

の
報

酬
、

諸
家

文
書

・
行

政
文

書
・
地

域
文

献
等

の
収

集
・
整

理
・
保

存
・
活

用
、

ア
ー

カ
イ

ブ
ズ

･セ
ン

タ
ー

の
運

営
等

の
経

費
8
,4

2
5

7
,4

5
6

9
6
9

1
3
.0

%

郷
土

博
物

館
運

営
費

郷
土

博
物

館
協

議
会

委
員

の
報

酬
、

会
計

年
度

任
用

職
員

の
報

酬
、

収
蔵

庫
等

の
維

持
管

理
、

夏
季

展
示

会
・
昔

の
く

ら
し

展
や

各
種

講
座

等
の

教
育

普
及

活
動

、
歴

史
民

俗
・
自

然
史

等
資

料
の

収
集

・
整

理
・
保

存
・
活

用
、

博
学

連
携

事
業

等
に

要
す

る
経

費
2
0
,5

4
8

1
9
,1

8
4

1
,3

6
4

7
.1

%

生
涯

学
習

課
（
彩

湖
自

然
学

習
セ

ン
タ

ー
）

彩
湖

自
然

学
習

セ
ン

タ
ー

管
理

運
営

費
会

計
年

度
任

用
職

員
の

報
酬

、
施

設
修

繕
、

建
物

総
合

管
理

・
観

察
会

旅
客

運
送

・
展

示
室

水
槽

保
守

管
理

・
シ

ア
タ

ー
改

修
業

務
な

ど
1
6
業

務
の

委
託

、
講

座
開

催
・
博

学
連

携
事

業
な

ど
の

経
費

3
1
,9

3
8

3
0
,5

6
6

1
,3

7
2

4
.5

%

4
4
8
,1

8
5

4
5
5
,6

3
3

-
7
,4

4
8

-
1
.6

%

生
涯

学
習

課
（
郷

土
博

物
館

）

計

生
涯

学
習

課
　

各
種

講
座

等
の

開
催

に
伴

う
講

師
謝

礼
、

IT
パ

ソ
コ

ン
相

談
支

援
業

務
委

託
料

、
公

民
館

ま
つ

り
補

助
金

な
ど

の
経

費
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（
継
続
費
）

（
単
位
：
千
円
）

4
1
8
0
,
0
0
0

5
7
7
8
,
4
3
0

4
0

5
3
3
8
,
6
5
7

（
債
務
負
担
行
為
）

（
単
位
：
千
円
）

(
教
育
総
務
課
)

1
9
,
9
0
0
千
円
に
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
を
加
算
し
た
額

(
教
育
総
務
課
)

戸
田
第
一
小
学
校
引
越
等
業
務

令
和
４
年
度
～
令
和
５
年
度

7
,
2
4
3
千
円
に
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
を
加
算
し
た
額

(
教
育
総
務
課
)

芦
原
小
学
校
教
室
棟
（
含
給
食
調
理
場
）
増

築
等
工
事
監
理
業
務

令
和
５
年
度

2
7
,
9
8
3

(
教
育
総
務
課
)

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
監
査
（
小
学
校
分
）

令
和
５
年
度
～
令
和
９
年
度

9
,
1
2
9
千
円
に
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
を
加
算
し
た
額

事
　
　
　
項

期
　
　
　
間

限
　
度
　
額

小
学
校
有
人
警
備
業
務

令
和
５
年
度
～
令
和
７
年
度

1
5
3
,
0
8
5
千
円
に
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
を
加
算
し
た
額

年
　
割
　
額

1
0
教
育
費

2
小
学
校
費

芦
原
小
学
校
教
室
棟
（
含
給
食
調
理
場
）
増
築
等

工
事

9
5
8
,
4
3
0

戸
田
第
一
小
学
校
不
要
物
品
等
廃
棄
業
務

令
和
４
年
度
～
令
和
５
年
度

5
,
9
1
3
千
円
に
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
を
加
算
し
た
額

(
教
育
総
務
課
)

1
0
教
育
費

2
小
学
校
費

笹
目
小
学
校
外
壁
及
び
屋
上
防
水
改
修
工
事

3
3
8
,
6
5
7

款
項

事
　
業
　
名

総
　
　
　
額

年
　
　
　
度

(
教
育
総
務
課
)

美
女
木
小
学
校
昇
降
機
設
備
改
修
工
事

令
和
４
年
度
～
令
和
５
年
度

芦
原
小
学
校
教
室
棟
（
含
給
食
調
理
場
）
増

築
等
工
事
意
図
伝
達
業
務

令
和
５
年
度

5
,
9
0
4

(
教
育
総
務
課
)
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事
　
　
　
項

期
　
　
　
間

限
　
度
　
額

未
来
へ
は
ば
た
く
人
財
育
成
資
金
給
付
制
度

に
よ
る
奨
学
生
に
対
す
る
給
付
事
業

令
和
４
年
度
以
降
修
学
期
間
の

終
了
す
る
年
度
ま
で

奨
学
給
付
金
と
し
て
給
付
決
定
し
た
額

(
教
育
総
務
課
)

情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
監
査
（
中
学
校
分
）

令
和
５
年
度
～
令
和
９
年
度

4
,
5
6
5
千
円
に
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
を
加
算
し
た
額

(
教
育
総
務
課
)

戸
田
市
奨
学
資
金
制
度
に
よ
る
奨
学
生
に
対

す
る
貸
付
事
業

令
和
４
年
度
以
降
修
学
期
間
の

終
了
す
る
年
度
ま
で

奨
学
金
と
し
て
貸
付
決
定
し
た
額

(
教
育
総
務
課
)

Ａ
Ｅ
Ｄ
賃
借
料

令
和
４
年
度
～
令
和
９
年
度

6
,
1
9
2
千
円
に
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
の
額
を
加
算
し
た
額

(
学
務
課
)

喜
沢
小
学
校
外
壁
及
び
屋
上
防
水
改
修
工
事

設
計
業
務
委
託

令
和
４
年
度
～
令
和
５
年
度

4
,
1
2
8

(
教
育
総
務
課
)
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（
歳
入
）

海 外

1 2 3 （
歳
出
）

財
産
収
入

繰
入
金

そ
の
他

1
1
3
,
0
3
0

9
9
7

3
7

1
3
,
7
9
0

2
1
0
0

0
9
9

1

歳
　
　
出
　
　
合
　
　
計

1
3
,
1
3
0

9
9
7

1
3
6

1
3
,
7
9
0

1

.

（
債
務
負
担
行
為
）

戸
田
市
海
外
留
学
奨
学
事
業
制
度
に
よ
る

海
外
留
学
生
に
対
す
る
給
与
事
業

令
和
４
年
度
以
降
留
学
期
間
の

終
了
す
る
年
度
ま
で

奨
学
資
金
事
業
と
し
て
給
与
決
定
し
た
額

期
　
　
　
間

限
　
度
　
額

令
和
４
年
度
　
海
外
留
学
奨
学
事
業
特
別
会
計
予
算
（
案
）
に
つ
い
て

1
1

0

款
本
年
度
予
算
額

前
年
度
予
算
額

1
3
,
9
9
0

事
　
　
　
項

1
4
,
1
2
7

款

事
業

費
1
4
,
0
2
7

1
0
0

予
備

費

特
定
財
源

1
2
,
9
9
2

9
9
8

繰
越

金

歳
　
　
　
入
　
　
　
合
　
　
　
計

財
産

収
入

繰
入

金

（
単
位
：
千
円
）

比
　
　
　
較

本
年
度
予
算
額

一
般
財
源

1
3
6

1
3
7

-
1

1
4
,
1
2
7

前
年
度
予
算
額

比
　
較

9
9
7

1
3
,
1
3
0

（
単
位
：
千
円
）

本
年
度
予
算
額
の
財
源
内
訳
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資料 ＮＯ．１ 
 
 
 
 
 
 

教育委員提案 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和４年第１回教育委員会 (定例会 ) 

令 和 ４ 年 １ 月 ２ ０ 日 ( 木 ) 

戸 田 市 役 所 ３ 階  教 育 委 員 室 

 



１ 教育委員提案 
ページ 

 
① 児童生徒数の増加の見通しと今後の課題について（仙波委員）･･･････････････････････････１ 
（教育総務課・学務課） 
 

② コロナ禍におけるコミュニティスクールの現状と展望について（土肥・元委員･長道委員）･･４ 
（学務課） 
 



1

15172
フリーテキスト
教育委員提案①



2



3



4

15172
フリーテキスト
教育委員提案②



5



6



7



8



資料 ＮＯ．２ 
 
 
 
 
 
 

報告事項 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和４年第１回教育委員会 (定例会 ) 

令 和 ４ 年 １ 月 ２ ０ 日 ( 木 ) 

戸 田 市 役 所 ３ 階  教 育 委 員 室 

 



１ 報告事項 
ページ 

 
① 戸田市立小・中学校令和３年度卒業式及び令和４年度入学式等の日程及び参列者について･･･１ 
（学務課） 

 
② 令和３度戸田市算数・数学フェスティバルについて･････････････････････････････････････３ 
（教育政策室） 

 
③ 令和３度戸田市教育フェスティバルについて･････････････････････････････････････当日配付 
（教育政策室） 

 
④ 令和３年度戸田市民大学認定講座・とだ学「彩湖から読み解く戸田の防災」について･･･････６  
（生涯学習課）                                 

 
⑤ 令和３年度戸田市民大学認定講座・生涯学習サポーター養成講座「観光で読み解く戸田のまちづ

くり」について･････････････････････････････････････････････････････････････････････７ 
（生涯学習課）                                 

 
⑥ その他 



月/日 曜日 時　　刻 月/日 曜日 時　　刻 月/日 曜日 時　　刻

戸田第一小 3月23日 水
第1部　午前9時00分
第2部　午前11時20分 4月11日 月

第1部　午後0時30分
第2部　午後2時00分 4月8日 金 午前8時30分

戸田第二小 3月23日 水 午前9時30分 4月11日 月
第1部　午後1時20分
第2部　午後2時40分 4月8日 金 午前8時45分

新 曽 小 3月23日 水 午前9時30分 4月11日 月 午後1時30分 4月8日 金 午前8時45分

美 谷 本 小 3月23日 水 午前9時30分 4月11日 月 午後2時00分 4月8日 金 午前8時40分

笹 目 小 3月23日 水 午前9時20分 4月11日 月 午後2時00分 4月8日 金 午前8時50分

戸 田 東 小 3月23日 水
第1部　午前9時00分
第2部　午前10時50分 4月11日 月

第1部　午後2時00分
第2部　午後3時15分 4月8日 金 午前9時00分

戸 田 南 小 3月23日 水 午前9時30分 4月11日 月 午後2時00分 4月8日 金 午前8時40分

喜 沢 小 3月23日 水 午前9時30分 4月11日 月 午後2時00分 4月8日 金 午前8時45分

笹 目 東 小 3月23日 水 午前9時30分 4月11日 月 午後2時00分 4月8日 金 午前8時40分

新 曽 北 小 3月23日 水 午前9時30分 4月11日 月 午後2時00分 4月8日 金 午前8時30分

美 女 木 小 3月23日 水 午前9時30分 4月11日 月 午後1時30分 4月8日 金 午前8時40分

芦 原 小 3月23日 水 午前9時30分 4月11日 月 午後2時00分 4月8日 金 午前8時45分

戸 田 中 3月15日 火 午前9時30分 4月8日 金 午後1時30分 4月8日 金 午前9時00分

戸 田 東 中 3月15日 火 午前9時30分 4月8日 金 午後1時30分 4月8日 金 午前8時50分

美 笹 中 3月15日 火 午前9時30分 4月8日 金 午後1時30分 4月8日 金 午前9時20分

喜 沢 中 3月15日 火 午前9時00分 4月8日 金 午後1時00分 4月8日 金 午前8時40分

新 曽 中 3月15日 火 午前10時20分 4月8日 金
第1部　午後1時30分
第2部　午後3時10分 4月8日 金 午前8時55分

笹 目 中 3月15日 火 午前9時20分 4月8日 金 午後2時00分 4月8日 金 午前9時00分

　　※　時刻は、開式の時刻です。

戸田市立小・中学校 令和3年度卒業式及び令和4年度入学式等日時一覧表

学　校　名
令和3年度卒業式 令和4年度入学式 令和4年度

前期・第1学期始業式

1

15172
フリーテキスト
報告事項①



１　小学校の卒業式・入学式

№ 　学　　校　　名

1 　戸田第一小学校 参事 星野　正義 教育政策室指導担当課長

2 　戸田第二小学校 教育委員 浜田　美咲 学務課長

3 　新 曽 小 学 校 教育委員 木村　雅文 参事

4 　美谷本小学校 教育委員 長道　修 教育部長

5 　笹 目 小 学 校 教育政策室指導担当課長 田野　正毅 教育委員 浜田　美咲

6 　戸田東小学校 学務課長 片岡　昭博 教育総務課長

7 　戸田南小学校 教育部長 山上　睦只 教育委員 木村　雅文

8 　喜 沢 小 学 校 次長（教育政策室長） 佐藤　尚子 生涯学習課長

9 　笹目東小学校 学校給食課長 小須田　始 教育長 戸ヶ﨑　勤

10 　新曽北小学校 教育長職務代理者 仙波　憲一 教育委員 長道　修

11 　美女木小学校 教育長 戸ヶ﨑　勤 教育長職務代理者 仙波　憲一

12 　芦 原 小 学 校 教育総務課長 粟津　典浩 次長（教育政策室長）

※ 控え 　教育センター所長 藤田 政貴

２　中学校の卒業式・入学式

№ 　学　　校　　名

1 　戸 田 中 学 校 教育部長 山上　睦只 教育委員 長道　修

2 　戸田東中学校 教育長職務代理者 仙波　憲一 教育委員 浜田　美咲

3 　美 笹 中 学 校 教育委員 木村　雅文 教育長 戸ヶ﨑　勤

4 　喜 沢 中 学 校 教育委員 長道　修 教育委員 木村　雅文

5 　新 曽 中 学 校 教育委員 浜田　美咲 教育部長

6 　笹 目 中 学 校 教育長 戸ヶ﨑　勤 教育長職務代理者 仙波　憲一

※ 控え 　参事 星野　正義

３　市長が参列する学校

戸田南小学校

令和4年3月15日（火）　午前 令和4年4月8日（金）　午後

戸田東中学校 喜沢中学校

戸田第二小学校

戸田市立小・中学校　令和3年度卒業式・令和4年度入学式参列者一覧

入学式　　令和4年4月11日（月）　午後

令和4年1月4日 現在

卒業式　　令和4年3月23日（水）　午前

卒業式　　令和4年3月15日（火）　午前 入学式　　令和4年4月8日（金）　午後

卒業式 入学式

令和4年3月23日（水）　午前 令和4年4月11日（月）　午後
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令和３年度 戸田市算数・数学フェスティバル結果について 
 
１ 実施日時  令和３年１１月２７日（土） 
        ・９：００～１１：４５ 第１８回数学コンテスト 
                
２ 実施会場  新曽北小学校（H27～29 戸南小、H24～26 戸一小、H20～23・H30～R02芦原小） 
 
３ 参加人数  ６４名（小５４名、中１０名） 
 
４ 結 果 等  第１８回数学コンテスト 

ア 対象者  市内在住の小学校４年生から中学校３年生 
イ 応募、参加児童生徒（別紙一覧参照） 

                      ・応募者数 ７９名（小６６名、中１３名） 
           ・参加者数  ６４名（小５４名、中１０名） 

※令和２年度 参加者７１名（小６３名、中 ８名） 
ウ 問題について ホームページに掲載 

          エ 成績優秀者 
・最優秀賞 新 曽 中 学 校 ３年  

（盾・賞状）     
・優 秀 賞 ＜成績優秀者（学年・学校順）＞  

（盾・賞状）  美 女 木 小 学 校  ４年  
芦 原 小 学 校 ５年  
戸 田 第 一 小 学 校 ６年  
戸 田 第 二 小 学 校 ６年  
美 谷 本 小 学 校 ６年  
戸 田 南 小 学 校 ６年  
芦 原 小 学 校 ６年  
戸 田 中 学 校 １年  
喜 沢 中 学 校 ２年 
戸 田 中 学 校 ２年  
戸 田 中 学 校 ２年  
戸 田 東 中 学 校 ２年  
 

 オ 平均点  ３３．０点 ※令和２年度 ２３．３点 
 

 
５ 講 師 等  ・学校経営アドバイザー 

・中学校アクティブティーチャー  ６名 
 
 
６ そ の 他    ジャズピアニスト、数学研究者である中島さち子様から「戸田市の 

算数・数学好きのみなさまへ」と題したメッセージをいただき、結果発

表前に披露した。 
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令和３年度 戸田市算数・数学フェスティバルの様子 

令和３年１１月２７日 新曽北小学校  
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戸田市の算数・数学好きのみなさまへ！ 

こんにちは。ジャズピアニスト・数学研究者・STEAM 教育者で株式会社 steAm 代表の中島さち子と申し

ます。この度，算数・数学フェスティバルが２７日に開催されると伺いました！過去問を見たら，ものすごく

面白い刺激的な問いばかり・・・きっとこうした問題を見ながら皆さんはうんうん唸ったり苦しんだりしつつ

も、どこかとっても楽しんでいらっしゃるのではないかと思います！ 

算数・数学では、答えが一つのようで一つではありません。一つの定理でもなんでそんな魔法のような奇跡

が起こるのか・・・の裏にはいろんな見方があります。ピタゴラスの定理は遥か１００以上の証明が知られて

いますし、地球上では実はピタゴラスの定理は厳密には成り立っていないし、三角形の内角の和も 180 度で

はありません。角度と面積は親戚のようなもので、実は相互に深く関わり合っています。数学ではちょっとで

も視点や仮定を変えると全然別の光景が広がっていたりします。そんな自由性，柔軟性，哲学的な視点こそが

数学の魅力でもあります。 

私は数学を通じて人生が学べる！と思っています。私自身，中学校３年生である問いがなかなか解けず寝て

も覚めても学校でもお風呂でも歩きながらも１ヶ月ほど考え続けた結果，解答を提出する締切日（当時は郵送

だったので消印有効の締切日）に高熱を出し、ふっとベッドであるアイディアが浮かび開けた！という体験を

しました。この時とにかく自信がついた。解けたこと以上に１ヶ月も自分は夢中になれるということ、そして

なかなか先が見えなくても試行錯誤して七転八倒して無数に失敗するうちに徐々に徐々に霧が晴れていくよ

うな体験・・・その醍醐味（だいごみ）こそが私を支えてくれました。その結果私は数学にも夢中になりまし

たが、人生という究極に壮大な旅においてもある意味で自信がついた。人生なんて難しいことだらけです。答

えも一つではないし、今まで見えていた景色の奥にもっともっと深い思いもしないような世界が広がってい

たりする・・・でも，それはとてもワクワクする世界。みなさんは今，算数・数学を通じて人生という難問に

向き合う姿勢も育んでいるのです。 

1996 年、高校 2 年生の私は国際数学オリンピックに選手として出場することができ、インドに行きまし

た。その際金メダルを頂きましたが、正直メダル以上に嬉しかったのは世界の広さ！インドという国の衝撃も

あり、また世界中の８０を超える国の算数・数学好きとの出会いもあり、もちろんとても創造的で自由な数学

の問いも含め、とにかく多様で楽しかった。この体験も私の人生を変えました。翌年はアルゼンチンへ・・・

地球の裏側のパステルカラーの空を眺めながら、世界はなんと広いのかとつくづく思いました。実は 2023

年，国際数学／物理両オリンピックが日本で開催されます。せっかく選手に選ばれても外国に行けないのは残

念ですが、逆にいえば日本に世界中の算数・数学好きが集まるのです！これは、本当にすごいこと！ぜひ、

2023 年に向けて数学・物理を探究しつつ、もしも選手になれなくてもぜひなんらかの形で世界中からやって

きた数学選手たちを迎え入れ，お友達になってみてください。算数・数学の奥深さも、人生の夢も、文化も語

り合ってください（英語だけでなくスワヒリ語やクメール語なども役立ちます！）。また、数学オリンピック

には夏に夏季セミナーがあります。これは熱いエッセイを書けば参加できるかも。こちらはただ問いを解くだ

けでなく、ゼミ形式で少し先の奥深い現代数学の世界を垣間見て、仲間とともに苦闘しながら数学を語り合え

ます。 

良き問いに出会い、それを解くこともやはりとても楽しいことです！良き問いを作り出すことも。算数・数

学フェスティバルには、きっと誰かがうんうんうなりながら生み出した珠玉の問いが皆さんを待っています。

問いとの出会いや付き合いを通じて、おそらく皆さんは多くの心の高まりや落ち込みなどを体験するでしょ

う。結果以上に、過程の試行錯誤（数々の失敗）こそがみんなを支える大きな肥やしになります。 

ぜひ、とにかく楽しみ、苦しみながら、算数・数学を通じて、凝り固まった心の目や耳を開いて躍らせてい

ってください！皆様の素敵な旅路を心の底から応援しています！！！ 

2021 年 11 月 中島さち子 
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令和３年度戸田市教育フェスティバルの実施について 

                                               

実施日時：令和４年１月１１日（火） 

                                       １４：１５～１６：３０ 

                                  実施会場：オンライン（Zoom） 

 

１ 参加人数 

教職員 
保護者・ 

一般 

教育 

関係者 

県・市 

議会議員 
計 

６１９名 １名 ２７名 ３名 ６５０名 

 ※戸田市長もオンラインで参加 

〈市外の参加者〉 

  ・県内自治体教育委員会、学校 

（さいたま市、川口市、蕨市、朝霞市、新座市、八潮市、坂戸市、杉戸町、松伏町） 

  ・県外自治体教育委員会、学校 

   （札幌市、西会津町、那須塩原市、柏市、洲本市、宗像市、大分市 

  ・その他教育関係者 

  ・マスコミ（教育新聞） 

 

２ 内容  

講師 

「演題」 

独立行政法人教職員支援機構 

理事長 荒瀬克己 氏 

「こどもを主語にする学校をつくるために」 

 

３ その他 

 戸田市立教育センターを発信会場及び関係者用パブリックビュー会場

とし、教職員は所属校にて WEB 会議システムにより参加した。 
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４ 講演の感想の一部（教員アンケートから抜粋） 

  

・ 教育基本法や中教審答申、学習指導要領の背景を理解することができ

た講演でした。特に、学習指導要領の読み取りについて、個人ではな

かなか読み取れない部分をご教示いただけたことで理解を深めるこ

とができました。改めて様々な取組の根拠を知るとともに、それらを

自らクリエイティブに読み解いていくことの必要性を痛感しました。 

 

・ 「主体的に学習に取り組む態度は、生まれつきもっている」という話

について、その態度が年齢（学年）が進むにつれて薄れてきてしまう

ので、いかに子供たちに学習に対して興味をもってもらい、意欲的に

学習に取り組んでもらえるか、教材研究を深めながら、一教師として

「こどもを主語にする授業づくり」進めていきたいと思いました。 

 

・ 教師の役割について、改めて考え直すことができました。お話にあっ

たコミュニケーションの成立のように、子供自身がどうしたいのか、

何をしたいのかを尊重しつつ、その行動のきっかけを作ってあげるな

ど、子供が主役になれるよう背中をそっと押してあげるような指導が

必要なのだと感じました。 

 

・ 初任から最初の一、ニ年は本当に自分は教師に向いているのか、私は

このままでいいのか、など考えることが多くあり、お話を伺いながら

そのことを思い出しました。その際には、自分は教えられるのか、子

供たちの前で立派でいられるかということばかり考えていましたが、

本日のお話を、当時の自分に聞かせたいです。子供を主語に、教師と

して何をするのかを考える大切さ、そして子供を主語にする学校とす

るために、教職員同士が学び合う環境を作ることが大切だということ

を念頭に、今後の取組をしていきたいと思います。 

 

・ 「与えられる教育」を受けると考える必要がなくなってきた、という

点は私たちが授業を実施する際に気を付けなければならない点だと

思いました。私たちが実施した授業が生徒たちの将来につながるの

で、生徒たちが自ら考え学ぶことができるようになるための経験をさ

せていけるような授業を実施していきたいと思いました。 

  

・ 講師も内容もよかったが、90 分一方的に話を聴くより、戸田市プラッ

トフォームのような形式にすれば、より前向きに参加できると思う。 

 

  

 



02.05 Sat.
講師：国土交通省 関東地方整備局

荒川上流河川事務所 管理課長 高橋 武正 氏

令和３年度市民大学認定講座「とだ学」

戸 田 の

防 災
戸田市の防災を考えるうえで切り離せない、「荒川」の存在。

本講座では、彩湖自然学習センターの展示室を見学しながら、

荒川の治水対策の歴史や、防災・減災対策について学びます。

彩湖から読み解く！

 
【お申込み・お問合せ先】 

教育委員会 生涯学習課 （戸田市民大学事務局） 
電 話 048－441-1800（内線 308、342） 
ＦＡＸ 048－432-9910 
メール kyo-syogaigaku@city.toda.saitama.jp   

日 時・・・令和４年２月５日（土）
午後２時～午後３時３０分

対象 ・ 定員・・・市内在住・在勤・在学者
１５人

場 所・・・彩湖自然学習センター
4階 学習室
※会場前の駐車場の台数
には限りがございます。
できるだけ公共交通機関
をご利用ください。

認定単位数・・・1単位
申込み方法・・・１月５日（水）午前８時３０分

から受付を開始します。
左の二次元コードを読取り
申込フォームからお申込み
ください。
電話・メール・FAXでのお
申込みの際は、氏名、電話
番号、年代、 講座名を明示
してください。
※費用無料・申込順。

持 ち 物・・・筆記用具、市民大学受講票
（持っていない方には希望
により交付します）

申込はこちら

会場までのアクセス

●お車をご利用の場合
・国道２９８号幸魂大橋（さきたまおおはし）戸田側の
案内標識のところを左折

●電車をご利用の場合
・JR武蔵浦和駅から下笹目行きバスまたはJR北戸
田駅から戸田市コミュニティバスtoco美笹循環で
「修行目」バス停下車 徒歩８分

【時刻表】
武蔵浦和駅 ― 修行目
１３：０４発 １３：１５着
１３：１7発 １３：２８着
１３：３０発 １３：４１着

北戸田駅 ―  修行目
１２：５０発 １３：２０着
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日 時 令和４年２月１９日（土） 午後２時～午後４時
対象 ・ 定員 市内在住・在勤・在学者

会場受講： １５人
場 所 戸田市役所５階大会議室
講 師 目白大学 社会学部 地域社会学科 教授 大西律子氏

目白大学 社会学部 地域社会学科 准教授 高久聡司氏
岩手県立大学 ソフトウェア情報学部 講師 富澤浩樹氏
一般社団法人地域力発掘サポートネット

地域コーディネーター須藤 順子 氏
認定単位数 1単位
申込み方法 １月 ５日（水）午前８時３０分から受付を開始します。

右下の二次元コードを読み取り、申込みフォームから
お申し込みください。電話・メ－ル・FAXでお申込みの際は、
氏名、電話番号、年代、 講座名を明示してください。
※費用無料・申込順。

持 ち 物 筆記用具、市民大学受講票
（持っていない方には希望により交付します）

▼申込みはこちら▼

講師陣の対談やワークショップを通して、観光の視点から

改めて「まちづくり」を考えてみませんか。

 
【お申込み・お問合せ先】 

教育委員会 生涯学習課 （戸田市民大学事務局） 
電 話 048－441-1800（内線 308、３42） 
ＦＡＸ 048－432-9910 
メール kyo-syogaigaku@city.toda.saitama.jp   

令和３年度市民大学認定講座・生涯学習サポーター養成講座

＼ 観光で読み解く ／

戸田のまちづくり

講 師

目白大学社会学部
准教授・高久 聡司氏

× ×
岩手県立大学
ソフトウェア情報学部
講師：富澤 浩樹氏

目白大学社会学部
教授・大西 律子氏

地域力発掘
サポートネット
須藤 順子氏

2022.
02.19
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